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規　　　　　則

　

茨城県規則第11号

　茨城県建築士法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

　　　令和７年３月６日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

　　　茨城県建築士法施行細則の一部を改正する規則

　茨城県建築士法施行細則（昭和26年茨城県規則第２号）の一部を次のように改正する。

　第５条第２号中「，生年月日及び性別」を削る。

　第６条第１項中「，免許証又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書（以下「免許証明書」とい

う。）及び本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類を添えて」を削り、同条第２項を削
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令和７年（2025年）３月６日

木　曜　日

第５９２号　

　　　　

規 則



り、同条第３項中「第１項の」を「前項の規定による」に、「訂正し，前項の規定による申請があつたときは，免許

証を書き換えて，第１項の者に交付する」を「訂正する」に改め、同項を同条第２項とし、同条の次に次の１条を加

える。

　（書換え交付の申請）

第６条の２　二級建築士及び木造建築士は，前条第１項の規定による届出をする場合において，免許証又は二級建築

士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書（以下「免許証明書」という。）に記載された事項に変更があつたと

きは，知事に対し，免許証の書換え交付を申請しなければならない。

２　前項及び法第５条第３項の規定により免許証の書換え交付を申請しようとする者は，様式第４号による免許証書

換え交付申請書に，免許証又は免許証明書及び本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書

類を添えて，これを知事に提出しなければならない。

３　知事は，前項の規定による申請があつた場合においては，免許証を書き換えて，申請者に交付する。

　第25条中「，第７条」を「から第７条まで」に、「第６条第１項」を「第６条の２第１項」に、「第６条第２項中

「免許証を交付する」とあるのは「免許証明書を交付する」と，」を「「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と，

同条第２項中「法第５条第３項の規定により免許証」とあるのは「法第10条の21第１項の規定により読み替えて適用

する法第５条第３項の規定により免許証明書」と，同条第３項及び」に、「前条第３項」を「前条第４項」に、「あっ

た」を「あつた」に改める。

　様式第３号中

「〔記入注意〕　※印欄は記入せず，本籍の記載のある住民票の写しは，この申請前30日以内のものを添えてく

　　ださい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

及び「，免許証及び本籍の記載のある住民票の写しを添えて」を削り、

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

改める。

　様式第４号中「第６条第２項」を「第６条の２第２項」に、

「　　　　　　　　　　　二級

　　　　　　　　　　　　　　　建築士免許証書換え交付申請書　　を

　　　　　　　　　　　　木造　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　二級
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生 年 月 日

性 別

本 籍 地

登 録 番 号

登 録 年 月 日

生 年 月 日

登 録 番 号

登 録 年 月 日



　　　　　　　　　　　　　　　建築士免許証書換え交付申請書

　　　　　　　　　　　　木造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に

　〔記入上の注意〕　※印欄は記入せず，本籍の記載のある住民票の写しは，この申請前30日以内のものを添え

　　てください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

改める。

　様式第12号を次のように改める。
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　　　付　則

　この規則は、令和７年４月１日から施行する。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

（公 安 委 員 会）

茨城県公安委員会規則第１号

　茨城県道路交通法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

　　　令和７年３月６日

茨城県公安委員会委員長　　藤　　川　　雅　　海　　

　　　茨城県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

　茨城県道路交通法施行細則（昭和53年茨城県公安委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。

　目次中「第12条」を「第12条の２」に、「第29条の４」を「第29条の５」に改める。

　第25条第２項中「前項の」の次に「規定による」を、「指定は」の次に「、免許の申請をした者が受けようとする

免許の種類に応じ」を、「（様式第48号）」の次に「若しくは運転免許試験受験票（原付用）（様式第48号の２）」を加

える。

　第28条中「規則第29条第３項」を「規則第21条第６項、規則第21条の２第３項、規則第21条の９第３項、規則第29

条第３項」に、「第29条の２第２項」を「第29条の２第３項」に、「規則第30条の９第３項及び規則第30条の10第２

項」を「規則第30条の７第４項、規則第30条の８第２項及び規則第30条の11第２項」に改め、「規定により」の次に

「、規則第21条第２項、規則第21条の２第１項、規則第21条の９第１項」を加え、「第30条の９第１項」を「第30条

の７第１項」に、「及び細則第29条の４第１項」を「並びに第29条の５第１項及び第５項」に改める。

　第28条の３の見出し中「講習」を削り、同条中「行う」の次に「審査（以下この条において「認知機能検査員審

査」という。）に合格し、又は公安委員会が行う」を加え、同条に次の３項を加える。

２　認知機能検査員審査は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるかどうかを確認することにより行うも

のとする。

　敢　認知症（介護保険法（平成９年法律第123号）第５条の２第１項に規定する認知症をいう。第29条の３におい

て同じ。）について専門的な知識及び技能を有する医師

　柑　警察庁が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習を終了した者

　桓　他の都道府県公安委員会が行う運転免許に係る講習等に関する規則第４条第２項第１号ロに規定する認知機能

検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習を終了した者

　棺　自動車安全運転センターが行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習を終了した者

３　認知機能検査員審査を受けようとする者は、認知機能検査員審査申請書（様式第55号の２）に前項各号のいずれ

かに該当する者であることを証する書面の写しを添付して公安委員会に申請しなければならない。

４　認知機能検査員審査に合格した者に対しては、認知機能検査員審査合格証（様式第55号の３）を交付するものと

する。

　第28条の４中「様式第55号の２」を「様式第55号の４」に改め、同条の次に次の１条を加える。

　（高齢者講習指導員の要件）

第28条の５　法第108条の２第１項第12号に掲げる講習（以下この条において「高齢者講習」という。）における指導

に従事する者（第３号アにおいて「高齢者講習指導員」という。）の要件は、次に掲げるとおりとする。

　敢　21歳以上の者であること。

　柑　高齢者講習における指導に用いる普通自動車を運転することができる運転免許（仮運転免許を除く。）を現に
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　この規程は、令和７年４月１日から施行する。
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